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3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2022（令和4年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

滞納処分免脱罪　税金を滞納した場合、財産の差押えなどの滞納処分が行われることが
あります。その際、財産を隠蔽するなど滞納処分の執行を免れようとする悪質な事案等
について適用される罰則が滞納処分免脱罪で、3年以下の懲役または 250 万円以下の罰
金が科されます。令和 3年度は 4件（7人（社））が同罪で告発されています。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付

� 11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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今
回
は
、
保
険
の
仕
組
み
と
保
険

料
、
保
険
金
の
税
務
処
理
等
の
基
礎

に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

一
　
生
命
保
険
の
仕
組
み

　

保
険
は
、
加
入
者
か
ら
保
険
料
を

集
め
、
万
が
一
の
こ
と
が
起
こ
っ
た

場
合
に
、
集
め
た
保
険
料
の
一
部
を

使
用
し
て
、
そ
の
損
失
を
補
填
し
て

も
ら
う
と
い
う
、
相
互
扶
助
と
い
う

仕
組
み
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

生
命
保
険
に
は
、
①
死
亡
や
高
度

障
害
に
な
っ
た
と
き
の
備
え
、
②
病

気
や
ケ
ガ
で
入
院
し
た
場
合
の
入
院
・

手
術
費
用
の
保
障
、
③
要
介
護
状
態

に
な
っ
た
場
合
の
備
え
、
④
ケ
ガ
や

病
気
な
ど
で
長
期
間
働
け
な
く
な
っ

た
と
き
の
収
入
減
少
の
保
障
、
⑤
貯

蓄
、
の
５
つ
の
役
割
が
あ
り
ま
す
。

様
々
な
種
類
の
保
険
商
品
が
販
売
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
被
保

険
者
が
死
亡
や
高
度
障
害
状
態
に
な

っ
た
場
合
に
保
険
金
が
受
け
取
れ
る

「
死
亡
保
険
」、
被
保
険
者
が
あ
る
一

定
期
間
生
存
し
て
い
た
場
合
に
保
険

金
が
受
け
取
れ
る
「
生
存
保
険
」、
保

険
期
間
中
に
死
亡
・
高
度
障
害
状
態

に
な
る
と
死
亡
・
高
度
障
害
保
険
金

が
、
満
期
ま
で
生
存
す
る
と
満
期
保

険
金
が
受
け
取
れ
る
「
生
死
混
合
保

険
」の
３
種
類
に
分
類
で
き
ま
す
。

二
　
損
害
保
険
の
仕
組
み

　

損
害
保
険
は
、
自
動
車
事
故
や
火

災
な
ど
、
偶
然
の
リ
ス
ク
に
よ
っ
て

生
じ
た
損
害
を
カ
バ
ー
す
る
保
険
で

す
。

　

生
命
保
険
の
場
合
、
亡
く
な
っ
た

り
入
院
し
た
り
し
た
場
合
に
、
あ
ら

か
じ
め
契
約
で
決
め
ら
れ
た
金
額
が

支
払
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
損
害
保
険

は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
金
額

で
は
な
く
、
事
故
が
発
生
し
た
と
き

の
実
損
額
を
支
払
う
「
実
損
払
方

式
」が
中
心
で
す
。

　

法
人
向
け
の
損
害
保
険
に
は
、

様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
企
業
の

財
産
に
関
す
る
保
険
と
し
て
は
、
火

災
な
ど
の
事
故
に
よ
っ
て
、
会
社
の

オ
フ
ィ
ス
や
機
械
な
ど
に
被
害
を
受

け
た
場
合
や
商
品
が
盗
難
な
ど
に
あ

っ
た
場
合
に
、
被
害
を
補
償
す
る
も

の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
損
害
賠
償
責

任
に
関
す
る
保
険
は
、
製
品
の
不
具

合
に
よ
っ
て
そ
の
製
品
を
使
用
し
た

人
が
ケ
ガ
を
す
る
な
ど
の
被
害
が
生

じ
た
場
合
に
対
応
す
る
保
険
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
営
業
が
で
き
な
く
な
っ

た
時
の
損
害
を
補
償
す
る
保
険
や
、

従
業
員
の
ケ
ガ
に
対
す
る
補
償
を
す

る
保
険
、
不
測
か
つ
突
発
的
な
事
由

に
よ
っ
て
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
に
な
っ

た
場
合
の
損
害
を
補
償
す
る
保
険
な

ど
、
損
害
保
険
は
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。

三
　
保
険
料
の
払
い
込
み
方
法

　

生
命
保
険
料
の
払
い
込
み
方
法

は
、
毎
月
払
い
込
む「
月
払
い
」、
半

年
ご
と
に
払
い
込
む
「
半
年
払
い
」、

毎
年
１
回
払
い
込
む「
年
払
い
」、
契

約
時
に
保
険
期
間
全
体
の
保
険
料
を

払
い
込
む
「
一
時
払
い
」
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
払
い
込
み
方
法
は
、
契
約

時
に
選
択
し
ま
す
が
、
契
約
の
途
中

で
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
年

払
い
や
半
年
払
い
の
払
い
込
み
方
法

を
選
択
し
た
場
合
、
解
約
な
ど
で
保

険
契
約
が
消
滅
し
た
り
、
保
険
料
の

払
い
込
み
が
免
除
さ
れ
た
り
す
る
と
、

未
経
過
の
保
険
料
相
当
額
が
返
還
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成
22
年
４
月

以
降
の
契
約
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
月
払
い
や
一
時
払
い

な
ど
の
場
合
は
、
保
険
料
の
返
還
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

損
害
保
険
料
の
払
い
込
み
方
法

は
、
保
険
期
間
を
１
年
と
す
る
一
時

払
い
が
基
本
で
す
が
、
保
険
期
間
を

３
年
や
５
年
な
ど
と
す
る
長
期
契
約

や
、
保
険
料
を
１
月
ご
と
な
ど
に
分

割
し
て
払
い
込
む
分
割
払
い
も
あ
り

ま
す
。

四
　
保
険
料
の
税
務
上
の
取
扱
い

⑴
　
生
命
保
険

　

生
命
保
険
の
保
険
料
を
支
払
っ
た

場
合
の
法
人
税
法
上
の
取
り
扱
い

は
、
保
険
の
内
容
、
契
約
者
・
被
保

険
者
・
保
険
金
の
受
取
人
が
誰
か
、

保
険
料
の
払
い
込
み
方
法
な
ど
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
契
約
者
と
受
取
人
が
法

知っておきたい
保険と税の
基礎知識
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人
で
、
被
保
険
者
が
そ
の
法
人
の
役

員
や
従
業
員
と
す
る
定
期
保
険
の
場

合
、
そ
の
保
険
の
保
険
料
は
保
険
期

間
の
経
過
に
応
じ
て
損
金
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
、
こ
の
保

険
の
保
険
料
を
一
時
払
い
し
た
場
合

に
は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
日
の
属

す
る
事
業
年
度
の
保
険
期
間
に
対
応

す
る
保
険
料
を
損
金
算
入
し
、
残
額

は
前
払
保
険
料
と
し
て
資
産
に
計
上

し
ま
す
。
資
産
計
上
し
た
前
払
保
険

料
は
、
翌
事
業
年
度
以
降
に
そ
れ
ぞ

れ
の
保
険
期
間
に
対
応
す
る
金
額
を

取
り
崩
し
て
損
金
算
入
し
ま
す
。

⑵
　
損
害
保
険

　

損
害
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て

も
、
保
険
の
内
容
や
契
約
者
・
保
険

金
受
取
人
な
ど
に
よ
っ
て
取
り
扱
い

が
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
傷
害
保
険

の
場
合
、
契
約
者
と
保
険
金
受
取
人

を
法
人
に
、
被
保
険
者
を
役
員
ま
た

は
従
業
員
と
し
た
場
合
に
は
、
支
払

っ
た
保
険
料
は
期
間
の
経
過
に
応
じ

て
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

同
じ
傷
害
保
険
で
も
、
契
約
者
が

法
人
で
被
保
険
者
と
保
険
金
受
取
人

を
そ
の
法
人
の
役
員
ま
た
は
従
業
員

（
死
亡
保
険
金
の
場
合
は
そ
の
遺
族
）

と
し
た
場
合
に
は
、
支
払
っ
た
保
険

料
は
福
利
厚
生
費
と
し
て
支
払
っ
た

期
間
の
経
過
に
応
じ
て
損
金
算
入
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
役
員
ま
た
は
特

定
の
従
業
員
だ
け
を
被
保
険
者
と
し

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
ま
た

は
特
定
の
従
業
員
に
対
す
る
給
与
に

な
り
ま
す
。

五
　
短
期
前
払
費
用
保
険
料

　

一
定
の
契
約
に
基
づ
き
継
続
的
に

役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
支
出

し
た
費
用
の
う
ち
、
事
業
年
度
終
了

の
と
き
に
ま
だ
提
供
を
受
け
て
い
な

い
役
務
に
対
応
す
る
も
の
を
、
前
払

費
用
と
い
い
ま
す
。

　

前
払
費
用
の
額
は
、
基
本
的
に
は

そ
の
事
業
年
度
に
損
金
算
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
人

が
支
払
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
に
提

供
を
受
け
る
役
務
に
つ
い
て
の
前
払

費
用
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
支
払

っ
た
金
額
を
継
続
し
て
そ
の
支
払
っ

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
金
の

額
に
算
入
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、

損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

を
短
期
前
払
費
用
の
特
例
と
い
い
ま

す
。

　

こ
の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
費
用
に

は
、
土
地
や
建
物
の
賃
料
や
シ
ス
テ

ム
の
リ
ー
ス
料
、
保
険
料
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
一
方
、
電
子
版
以
外
の
雑

誌
の
年
間
購
読
料
や
税
理
士
な
ど
の

顧
問
料
は
、
こ
の
特
例
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
短
期
前
払
費
用
の
特

例
は
、「
支
払
日
」
か
ら
１
年
以
内

に
提
供
を
受
け
る
役
務
に
か
か
る
も

の
に
適
用
が
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
注

意
が
必
要
で
す
。（
下
表
参
照
）

六
　
保
険
金
の
税
務
上
の
取
扱
い

　

契
約
者
と
受
取
人
が
法
人
で
、
被

保
険
者
が
そ
の
法
人
の
役
員
や
従
業

員
と
す
る
傷
害
保
険
に
つ
い
て
の
保

険
金
や
配
当
金
を
受
け
取
っ
た
場

合
、
受
け
取
っ
た
金
額
は
益
金
に
算

入
さ
れ
ま
す
。
益
金
に
算
入
す
る
時

期
は
、
支
払
を
受
け
る
べ
き
こ
と
が

確
定
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
で

す
。

　

傷
害
保
険
で
、
契
約
者
が
法
人
で

被
保
険
者
と
保
険
金
受
取
人
を
そ
の

法
人
の
役
員
ま
た
は
従
業
員
（
死
亡

保
険
金
の
場
合
は
そ
の
遺
族
）
と
し

た
場
合
に
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
よ

っ
て
遺
族
が
保
険
金
を
受
け
取
っ
た

と
き
は
、
受
け
取
っ
た
死
亡
保
険
金

は
み
な
し
相
続
財
産
と
な
り
、
相
続

税
の
課
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

短期前払保険料のケーススタディ
　（法人の火災保険料で、契約期間が5年のものについて）

支払方法 特例の適用 理由
月払いで月末に翌月分
を支払う ◯

毎年3月に1年分
（4月から翌年3月分）を
支払う

◯

毎年2月に1年分
（4月から翌年3月分）を
支払う

×
役務の提供期間（4月から翌
年3月）が支払時（2月）から
1年を超えるため

3月に、5年分を一括で
支払う × 役務の提供期間が1年を超え

るため
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　課税資産の譲渡等や課税仕入を行った場
合に、代金の前受や前払が発生することが
あります。消費税の計算において、課税資
産の譲渡等に係る前受金や未収金等の譲渡
等の時期や、課税仕入れに係る前払金や未
払金等の課税仕入れの時期はいつになるの
でしょうか。
　これらの前受金や前払金等については、
所得税や法人税の場合と同様に、入出金の
時期に関わらず、資産の引渡しやサービス
の提供があった時に認識することとされて
います。ただし、前払費用のうち、支出し
た時に必要経費や損金算入することが認め
られている短期前払費用については、その
支出した時期に課税仕入れに含めることに
なります。
　なお、青色申告者で所得税法上の現金主
義の適用を受けている小規模事業者は、入
出金の日を資産の譲渡等の時期とすること
ができます。

前受金や前払金などが 
あるときの消費税の取扱い

　
弊
社
に
は
、
生
産
量
の
調

整
の
た
め
稼
働
を
休
止
し
て

い
る
機
械
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
械

の
減
価
償
却
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

　
減
価
償
却
資
産
は
事
業
の

用
に
供
し
て
い
る
も
の
を
い

い
ま
す
。
よ
っ
て
、
稼
働
を
休
止
し

て
い
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
償
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
稼
働
を
休
止
し
て
い
る

資
産
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
休
止
期
間

中
に
必
要
な
維
持
補
修
が
行
わ
れ
て

お
り
、
い
つ
で
も
稼
働
で
き
る
状
態

に
あ
る
も
の
は
、
減
価
償
却
資
産
に

該
当
す
る
も
の
と
し
て
償
却
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
他
の
場
所
に
お
い
て
使
用

す
る
た
め
に
移
設
中
の
固
定
資
産
に

つ
い
て
は
、
そ
の
移
設
期
間
が
移
設

の
た
め
に
通
常
要
す
る
期
間
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
償
却
を
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

稼
働
休
止
資
産
の
減
価
償
却

QA

　給与等の支払者は、給与の支払の際に所
得税及び復興特別所得税（以下、「所得税等」
といいます）の額を計算し、支払金額から
その所得税等の額を差し引いて国に納付し
ます。これを源泉徴収制度と言い、源泉徴
収された所得税等の額は、一定の所得を除
き、最終的にはその年の年末調整や確定申
告によって精算されます。
１　源泉徴収をする時期
　所得税等の源泉徴収をする時期は、現実
に源泉徴収の対象となる所得を支払うとき
となります。したがって、給与の支払が確
定していても、現実に支払わなければ原則
として源泉徴収をする必要はありません。
つまり、給与の一部が未払いとなっている
場合には、実際に支払う給与等の金額に対
応する部分の所得税等については源泉徴収
し納付する必要がありますが、未払いの部

分については不要です。
　ただし、役員に対する賞与は、支払の確
定した日から1年を経過した日において支
払があったものとみなして源泉徴収を行い、
納付をしなければなりません。
２　一部未払の場合の源泉徴収の計算方法
　給与が一部未払の場合の源泉徴収の金額
を具体的な金額を用いて確認します。
①　その月に支払うべき給与等の金額を
「給与所得の源泉徴収税額表」に当ては
めて所得税等の額を求めます。例えば、
給与の総支給額が30万円（うち10万円
が未払とします）、その月の社会保険料
等控除後の給与等の金額が25万円、源
泉徴収税額を3,300円と仮定します。
②　求めた所得税等の額に、支払うべき給
与等の金額を分母、実際に支払った給与
等の金額を分子とした割合を掛けます。

（支給分）
3,300円×200,000円/300,000円＝2,200円
（未払分）
3,300円×100,000円/300,000円＝1,100円

 源泉徴収  
給与が一部未払の場合


